
 

 

 

     
 

 

平成28年5月18日 

各  位 

会 社 名 タ カ タ 株 式 会 社 

代表者 代表取締役会長兼社長 高田重久 

    （コード番号7312 東証第一部） 

問合せ先 人事・総務本部副本部長 佐野仁 

（TEL : 03-3582-3222） 

 

訴訟の提起に関するお知らせ 

 

タカタ株式会社（以下「当社」といいます。）及び当社の子会社であるTK HOLDINGS INC.（以下「TKH」といい、

当社と併せて「当社ら」といいます。）は、米国ハワイ州において、平成28年5月13日付（現地時間）で訴訟（以下「本

件訴訟」といいます。）を提起されましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、平成28年5月18日現在、当

社は本件訴訟につきまして訴状の正式な送達を受けておりません。 

 

記 

 

１．訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 

原告は、当社らに対して、ハワイ州の消費者保護法に基づき、民事制裁金、当社ら販売のエアバッグを搭載した車両

の所有者への補償等を求める訴訟を提起しております。 

 

２．訴訟を提起した者 

STATE OF HAWAII 

 

３．訴訟内容 

原告は、訴状において、ハワイ州で販売又はリースされ、又は購入後にハワイ州に運送された車両に搭載された当社

ら販売のエアバッグ1個につき最大1万ドルの民事制裁金、当社ら販売のエアバッグを搭載した車両の所有者への補償

等を請求しております。 

 

４. 今後の見通し  

当社らは、訴状の内容を精査したうえで、適切に対処していく所存です。  

また、今後、当社又は当社の子会社もしくは関係会社は、本件訴訟と同種の訴訟を提起される可能性があります。  

なお、上記3．記載の金額は、あくまでも原告が現時点で請求している金額であり、実際に支払われることが決定され

た金額ではありません。現時点で本件訴訟による金額的な影響を合理的に想定することは困難です。 本件訴訟が業績

に与える影響につきまして、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。  

 

以上 

 


